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Ⅰ．田爪林業 所有山林の概要 

 

１．森林の所有者 ： 田爪林業  代表 田爪弥栄 

          宮崎県児湯郡西米良村大字横野１６－８ 

 

２．森林の管理者  ：  田爪林業  代表 田爪弥栄 

          宮崎県児湯郡西米良村大字横野１６－８ 

 

３．認証の区域    ： 田爪林業 所有山林 

                      宮崎県児湯郡西米良村大字横野字 35-ｲ－1 外 

 

４．対象森林    ：３０５．４１ha （所有山林 372.44 のうち分収林 67.03ha を除いた部分） 

３団地：（横野、村所、上米良） 

※今回の更新に際し、上米良団地 60.31ha が加わり、前回の「７団地－

245.10ha」から、「３団地－305.41ha」となった。団地再編により、旧団地

が統合され、団地数は減尐した。 

 

 

５．齢級別森林資源の構成 

【樹種・齢級別資源構成表(面積)】H21 年 12 月 31 日現在  

                   （面積：ha）  

 

 

 

６．森林の沿革・概要 

田爪林業は、明治初期、初代豊治氏が本家より 10ha ほどの山林と畑を譲り受けて、分家独立した

ことに始まる。豊治氏は、林業経営の傍ら商いを始め、商いが順調にいくようになると、旅に出かけ

るようになった。旅先で、山へスギを植える風景を見たことから、山へ鍬を入れ木を育てるようにな

ったと伝えられている。以来、山を購入し続け、100ha とするとともに『家訓』である「毎年、500

本を植栽せよ」を残して、二代目実義
さねよし

氏の時代へと向かう。 

 実義氏は、熱心に村人へ植林を促したという。青年学校学友林として２町５反を寄贈。村長・児玉
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金元氏（実弟）からの感謝状がいまも残っている。実義氏も、山を購入し続け、200ha とし、三代目

光栄氏の時代へと向かう。三代目 光栄
てるよし

氏は、児玉金元氏の三男として生まれ養子として田爪家へ入っ

た。三代目の時代には、村を大きく転換させた一ッ瀬ダムの建設が始まった。当時三代目は、若くし

て村議としても活躍した。 

山林・家屋は一ッ瀬ダムの湖底へと沈んだ。それ以来、現在の所有地となる。三代目も 12 年間、

森林組合長を務める傍ら、山林を購入し続け、300ha とした。 

 平成元年、長男弥栄氏の結婚を契機に、四代目弥栄氏へと一切の経営権を譲り渡した。現在、弥栄

氏は四代目として、100 年生の林分育成へ向け、後継者となる五代目の子どもたちへ、「山を愛し、山

の育つ喜び」を教えながら、家族協力し合って林業経営を行っている。 

平成 20 年、鹿児島県の素材生産業者によって植林が放棄された大規模伐採跡跡地約 60ha（上米良

団地）を購入し、スギ・ヒノキの植林を開始するとともに、ケヤキ、ヤマザクラ、エンジュ等を混植

し、多様な森林施業を展開している。 

また合計３団地のうち、横野団地（旧大河内団地、旧内の畑団地、旧山村江団地）は「資源の循環

利用林」であるが、他は「水土保全林」である。また、横野団地（旧亀谷団地）、村所団地（旧長嶺団

地）・上米良団地に水源かん養保安林、土砂流出防備保安林等の制限林がある。   

 

【保安林及び機能区分の現況】                                          単位：ha 

区     分 人工林 天然林 その他  計 

水源かん養保安林    ５６．７１６ ３６．３３ ０ ９３．０４６ 

土砂流出防備保安林 ３９．０９ １６．９１ ４ ６０ 

水土保全林 ９５．８０６ ５３．２４ ４ １５３．０４６ 

森林と人との共生林 ０ ０ ０   ０ 

資源の循環利用林 ５３．４１７ １０８．３ ０ １６１．７１７ 

 

 

６．田爪林業の経営方針 

 田爪林業の経営方針は、次のとおりである。 

 

田爪林業は、植林を開始して 100 年。初代が残した「毎年、500 本を植栽せよ」の家訓を今日にお

いても実践し続け、あくまでも林業を「業」として生きていく志を尊重しながら、地域林業の発展の

ために貢献し、豊かな森林環境を維持しながら、持続可能な林業経営を行っている。 

 スギ・ヒノキの人工林は、主伐期を100 年とし、この間 30 年生以上の林分からは、年間成長量を超

えない範囲で、収入間伐を実施する。収穫量・成長量の高い林分育成をめざしながら、持続的な林業

経営を行う。 

 シイ・カシの天然林は、原則として、注文に応じた単木的な伐採に止め、蓄積の増大に務める。 
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７．田爪林業の経営内容 

 田爪林業の所有山林は 377.48ha（人工林 149.223ha、天然林 146.23ha、分収林が 67.03ha）。人工

林のほとんどが 40 年生前後のスギ林で、利用間伐期に入っている。 

 天然林は、コジイ・イチイガシなど。林内各所に、ケヤキ・カツラ・ミズメなどの有用広葉樹を残

すほか、保護樹帯・水辺林を適切に設置している。 

 父親の光栄氏の代から、道づくりに取り組み、現在、総延長１万 3000ｍ。路網密度は、ha あたり

100ｍを超える。最近は、10ｔ車が入れる幅員 3.5ｍの作業道を開設している。 

 15 年ほど前から、非皆伐施業に取り組み、専属の作業班による列状間伐（３残１伐）を進め、伐採

列の一部にスギ・ヒノキ等の植栽を行い、複層林化を進めている。搬出作業は、主に自走式搬器によ

る架線集材を利用していたが、現在はスイングヤーダが主力となっている。素材生産量は、年間約

1000m
3
で、主に熊本県人吉市・湯前町の原木市場に出荷している。 

 自宅近くの林分では、天シボや優良ヒノキの挿し木苗を植栽。こまめな手入れを行っている。 

 田爪弥栄氏は、全国林業研究グループ連絡協議会副会長、県・村の各種委員を務めるなど、地域リ

ーダーとして活躍している。また、森林教育や地域の伝統文化の保存にも熱心に取り組んでいる。 

 

 

 

８．施業履歴・森林被害等の記録   

 

【施業種別実績-過去５年】   

                            単位 面積：ha、作業道：m 

0 0

0 0

1,196m3 715m3 803m3 1203m3 704m3

0 0 0 0

0 0 0 0

250 0

0 0 0

30.379ha 50.79ha  

※利用間伐材材積が、各年度の認証材取り扱い実績。出荷先は、㈱新産住宅(熊本市)、湯前木材事業

協同組合(熊本県湯前町)、熊本木材㈱(熊本市)。 
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【作業道開設実績－過去１０年】：m 

9 10 11 12 13 16 18 19 20
600 500 1100
4000 1000 5000

1000 1000 1000 3000
6000 600 600 700 7900
3000 1000 250 700 4950

550 550
500 500

6000 1000 7000
5000 5000
24600 1500 1000 1000 1000 1000 600 250 1750 1600 35000

16 17 18 19 20
500 100 600
1000 1000
600 600
300 300

400 500 200 300 200 1600
2400 500 500 200 4100

  

 

 

 

【森林被害の記録と概況】 
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【教育・研修に関する記録】 

教育実施記録としてまとめられており、労働安全衛生、レッドリスト種保護、作業道開設・素材生

産システムなどに関する技術研修が、体系的に行われている。 

 

【モニタリングの実施】 

毎月１回程度、チェックリストに基づいたモニタリングが行われ、造林木の生育状況、各種森林被

害、林道・作業道の状態、及び、所有山林内の生物多様性情報の収集・保全等の管理に活かされてい

る。 
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９．環境方針 

 田爪林業の環境方針は、次のとおりである。 

 

 田爪林業は、「環境世紀」と言われる 21 世紀を迎え、当家に伝わる 100 年間にわたる林業経営の伝

統を尊重し、ここに定める「田爪林業経営方針」「田爪林業環境方針」に従った森林施業により、環境

保全にも十分配慮した持続可能な林業経営を行うこととする。 

 田爪林業の環境方針は、以下のとおりとする。 

 

１．地球温暖化の防止に配慮し、二酸化炭素の吸収源として、常に高い成長量・蓄積量を維持し得る

林分育成を行う。 

 

２．水土保全、生物多様性の保全に配慮し、非皆伐施業を原則として収入間伐の繰り返しによる収穫

を行う。皆伐施業は、必要最小限に限って実施するものとする。 

 

３．生物多様性の保全に配慮し、周辺地域とのバランスを考えた多様な森林施業を行う。尾根筋に保

護樹帯、沢筋に水辺林を設け、適切に管理しながら残していく。 

 

４．野生動植物の生息・生育環境を保全するため、除間伐を適切に行い、下層植生・林縁植生の維持・

保全に努めることとする。林内に現存する有用広葉樹を適度に残すこと、貴重な自然植生が確認

された場合は、その保護に努めることとする。 

  シイ・カシ等の天然林については、原則として、注文に応じた単木的な伐採に止め、蓄積の増大

に務める。 

 

５．二酸化炭素固定能の維持・向上のため、間伐小径木等を有効に活用する。また作業道等の土木資

材として、所有山林から産出された間伐小径木を積極的に活用するものとする。 

 

６．貴重な動植物の確認のため、巡視・作業時にモニタリングを行い、所有山林内の動植物の把握に

努める。所有山林内において専門家による調査が行われる場合は、積極的に協力する。その結果、

レッドデータブックに掲載されている貴重な動植物が確認された場合は、行政機関の担当部署に

連絡し、専門家の意見も聴いた上で、必要な保護対策を講じる。所有山林内で貴重な野鳥等の営

巣が確認された場合は、営巣木や採餌木を保存するなど、生息環境の維持に努める。 

 

７．林道・作業道、治山施設を新設する場合には、林地保全に配意するとともに下流域での水利用に

も配慮するとともに、可能な限り、小動物の生育・繁殖等を妨げないように努める。 

 

８．水土保全、生物多様性の保全に配慮し、作業に使用する燃料・オイル類が、林内及び川に流出し

ないよう十分に注意する。また、可能な限り、化石燃料の使用を削減する。
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９．適切な森林施業による健全な森林の育成に努め、病害虫の発生を抑制するものとする。 

 林業薬剤は現在使用していないが、やむを得ず使用する場合は、「所有山林林業薬剤管理マニュ

アル」に従い、法令を遵守し、必要最小限に限って使用する。 

 

10．森林利用者に対して山火事の防止、ゴミの持ち帰りなど、マナーの啓蒙を図るため、看板等を設

置する。空き缶等は、地域で指定されたゴミ分別方法により適切に処理し、リサイクルを図る。 

 

  上記「田爪林業環境方針」のすべての項目について、現場作業員に周知・徹底する。 
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1０．経営指針（生物多様性の保全を考慮した施業指針） 

 田爪林業の経営方針は、次のとおりである。 

 

「環境世紀」と言われる 21 世紀を迎え、持続可能な林業経営を行っていくには、今日の木材価格

の低迷を考えると、相当な努力が必要である。 

 田爪林業は、山に鍬を入れ、スギ、ヒノキの植林を開始して 100 年。初代が家訓として残した「毎

年、500 本植栽せよ」を今日においてもなお実践し続け、あくまでも林業を「業」として生きていく

志を尊重し、山で汗まみれになることを苦とせず木が育つ喜びを学び、先祖を敬う後継者を育てなが

ら、地域林業の発展に貢献すべく、努力を惜しまず、豊かな森林環境を維持しながら、持続可能な林

業経営を目標とする。 

以上のことを基本として、森林の特性に応じた施業方針を立てる。 

 

○人工林（スギ・ヒノキ林）   主伐期を１００年とし、主伐を実施するまでの間は、間伐をくり返

し、林内照度を高め、植栽木の成長促進と下層植生や林縁植生の維

持を図る。30 年生以上の林分からは、年間成長量を超えない範囲で、

収入間伐、３残１伐の列状間伐を実施する。樹間の空き具合いによ

っては、樹下植栽による複層林施業に取り組むなど、常に収穫量の

高い林分の育成を目指し、持続可能な林業経営を行い、森林の保続

培養と森林生産力の増進を図る。主伐期を迎えた林分では、優良精

鋭樹を「立て木」として ha 当たり 10 本程度残して、２ha 程度の上

層木伐採を行う。 

                 

造林木の優良な生育が見込めない箇所では、既存の広葉樹を残し、育

成することとする。病害虫・気象災害等により、皆伐・再造林が必要

な箇所においては、伐採後は２年以内に、「適地適木」の原則に基づ

き、地域の在来の苗木を植える。植え付け後、枯損木を発見した場合

は、すみやかに補植する。 

なお、保安林等の制限林については、指定された施業要件を遵守する。 

 

○アカマツ林       松くい虫被害により、アカマツは既にほぼ壊滅状態となって            

いることから、下層に現存するシイ・カシ類の広葉樹林に暫時            

転換していくこととする。 

 

○クヌギ林        面積的には小規模であるが、乾シイタケの原木林として活用            

する。 

 

○天然林（シイ・カシ林） 天然林については、生物多様性の保全に配意しつつ、伐採に            

ついては、原則として注文に応じた単木的な伐採程度に止め、            

天然更新、自然の推移に委ねることを原則としている。更新につい

ては、更新困難地を除き、原則として天然更新による。 

○保護樹帯・水辺林     主として天然性の広葉樹からなる尾根筋の保護樹帯、沢筋の            
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水辺林は、防災上及び生物多様性の保全の観点から貴重な森林            

であり、今後とも適切に管理しながら保全していく。 

 

○保護上重要な動植物の保護  地域・流域における保護上重要な動植物(絶滅危惧I類、絶滅危惧Ⅱ

類、準絶滅危惧、地域個体群)についての把握に努めるとともに、生

物多様性に関する研修の機会を設ける。また、巡視時・作業完了時

には、「モニタリング調査実施要領」に基づき、モニタリングを実

施し、当管理山林に生息・生育する動植物の把握及び記録に努める。 

もし、生息・生育することが確認された場合は、行政機関に連絡し、

専門家の意見を聞いた上で保護マニュアルを定め、必要な保護対策を

行う。 

 

○特殊材（役物）生産   作業道周辺の林地については、ていねいな枝打ちを実施し、            

心持柱材（四面無節材）生産に取り組む。 

 

○病虫獣害・気象害等   病虫獣害・気象害等が発生した場合は、病虫害が林内に蔓延            

しないように、すみやかに伐採し、林外に運び出し、再造林を            

図る。 

 

・病虫害 

施業の実施にあたっては、生物多様性の保全、水土保全の観点から、

健全な森林の育成に努め、病虫害の発生の抑制に努める。 

原則として林業薬剤は使用しないが、今後、植生に異常をもたらすよ

うな病虫害が発生した場合は、「林業薬剤管理マニュアル」に従い、

適切な管理のもと、最小限の使用とする。 

 

・獣害 

               ニホンジカ被害については、積極的に防護柵を設置している。やむを

得ず薬剤を使用する場合は、「林業薬剤管理マニアル」に従い適 

                        切な管理のもと最小限の使用とする。今後、より生態系保全に配慮し

た対策があれば積極的に試行していく。獣害については、保護と被

害防止の両立を図るため、行政機関とも情報交換しながら、被害防

止の対策を実施していくものとする。モニタリング調査等の協力依 

頼があれば、積極的に協力する。 

 

○林道・作業道        作業道・巡視道の開設においては、林道規程等の基準を遵守し、河川 

等の汚濁防止並びに土砂等の流出防止に努めるとともに、可能な限り

木材等の生物系資材を利用し、環境への配慮に努める 

現在、路網密度は、ha 当たり 100ｍに達している。林道・作業道の

計画地における開設においては、林地保全に配慮しつつ、適切な維
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持管理を行う。 

 

○補助金等の活用     所有山林は、全て森林施業計画に基づいた森林整備を行い、            

補助金等については、積極的に活用し、経営の健全化を図る。 

 

○伐採・搬出作業     伐採・搬出作業は、高度な技術を必要とするため、熟練した            

作業班が実施する。 

             なお、「田爪林業経営方針」「田爪林業環境方針」｢生物多様性の保

全を考慮した施業指針｣等について、作業班に周知・徹底するととも

に、労働安全の確保と健康管理、雇用の維持に努める。集運材にあ

たっては、近隣の水資源や土砂流出防止などへの影響を考慮し、地

表面の保護・流失防止に努める。常に安全で効率的な作業を行い、

機械の排気による大気汚染を軽減する。 

 

○森林・林業教育     当林業は、手入れの行き届いた高齢のスギ人工林や高齢級の            

広葉樹林など多様な森林を有していることから、これらの所有            

山林の一部を地域の子どもたちや住民を対象にした森林教育の            

フィールドとして活用する。 

 

○法令遵守        林業経営にあたっては、森林管理・環境保全・労働安全等に            

関する法令、宮崎県及び西米良村の条例を遵守する。 
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確認資料一覧 

 

・林相現況図 

・西米良村全図（ゾーニング図） 

・航空写真（村所） 

・所有山林齢級構成 

・所有山林団地・林齢別面積（スギ） 

・所有山林団地・林齢別面積（ヒノキ） 

・所有山林団地・林齢別面積（天然林） 

・森林施業計画書（共同／平成 19～24 年） 

・森林施業計画書認定書（写し） 

・一ツ瀬川地域森林計画書 

・西米良村森林整備計画 

・平成８年以降収入間伐、主伐実績一覧 

・平成元年以降 植林地施業実績、計画一覧 

・「宮崎県の保護上重要な野生生物」（宮崎県生活環境部） 

・「米良の自然－動・植物考と研究史」中武雅周編・著 

・田爪林業の経営方針 

・田爪林業の環境方針 

・生物多様性の保全を考慮した施業指針 

・田爪林業 所有山林周辺の野生動物 

・第９次鳥獣保護事業計画書 

・特定鳥獣保護管理計画 

・平成元年以降 獣害・病虫害・災害記録 

・森林火災消防緊急連絡網 

・施業仕様書 

・作業現場事故発生緊急連絡網 

・所有山林における燃料・オイル類管理マニュアル 

・所有山林における林業薬剤管理マニュアル 

・所有山林における現場作業班の安全衛生マニュアル 

・田爪林業伐採・搬出作業マニュアル 

・田爪林業モニタリング・チェックリスト 

・田爪弥栄氏所有林森林認証取得について（西米良村公文書） 
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Ⅱ．審査経過   

田爪林業 所有山林の更新審査経過 

審査は、(社)全国林業改良普及協会の渡辺政一、児島裕、鳥越貞雄、宇佐美均の３名が担当した。 

 

【書類確認】 

平成 21 年７月８日／審査申込 

（内 容） 

審査申込書及び関係資料を受付、提出された関係書類に基づく質疑・応答の後、新しいＳＧＥＣの

基準・指標・ガイドラインに基づいた別紙「全林協審査判定表」の６７項目を更新「審査要件」と

することを伝えた。 

 

【現地審査】 

平成 21 年８月 11 日 

（場 所） 

 田爪林業 所有山林（宮崎県児湯郡西米良村大字横野字 35-ｲ－1 外） 

 

 

（審査員） 

(社)全国林業改良普及協会  専務理事     渡辺政一 

同              宇佐美均 

       同       専門審査員  鳥越貞雄 

 

（立ち会い者） 

田爪林業      代表  田爪弥栄 

 

 

（内 容） 

関係書類及び現地調査によって、対象森林の自然条件、施業状況、社会環境を把握するとともに、現

場担当者、行政関係者への面談を行い下記事項の確認を行った。 

１．地域の森林の概況・林業・林産業の状況について聞き取り及び関連資料の確認。 

２．地域森林計画及び市町村森林整備計画における指定施業要件等の確認 

３．現地調査による管理森林の管理状況の把握 

４．更新された森林簿・及び森林計画図の現地照合 

５．対象地域の自然環境及び野生動植物の概況について 

６．希尐野生動植物種等、野生動植物の生息・生育状況調査等の実施状況について 

７．地域における森林環境教育・レクリエーション活動について 

８．田爪林業の SGEC 森林認証取得後の取組について 

９．田爪林業の地域に対する貢献について 
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【審査判定】 

 

平成 21 年９月４ 日／審査委員会 

 

（委員名） 

元東京大学教授・農学博士       山根明臣 

元東京農業大学教授・農学博士     河原輝彦 

木構造振興（株）専務取締役・農学博士 西村勝美 

東京農工大学教授・農学博士      土屋俊幸 

（社）林木育種協会理事        真柴孝司 

 

（事務局） 

(社)全国林業改良普及協会 専務理事  渡辺政一 

(社)全国林業改良普及協会       児島 裕 

(社)全国林業改良普及協会       野田昭一 

(社)全国林業改良普及協会       宇佐美均 

 

(内容) 

「審査要件」及び「確認審査」内容に基づいた審査結果を審査委員会に諮り、審査決定を行った。 

 提示資料及び現地確認審査による審査判定表の内容から、申請森林は SGEC 森林認証に値する管理

がされていると認められた。 

 （判定内容については、判定事由書参照） 
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Ⅲ．判定事由書 

田爪林業 所有山林の審査における判定事由 

 

【審査判定】 

ＳＧＥＣの定める新しい基準・指標・ガイドラインに準拠した「全林協森林認証審査判定表」の 67

項目について審査を行い、審査委員会に諮ったところ、田爪林業 所有山林は、認証に価する管理が

されていると判定された。 

 なお、審査委員会により、下記２項目について、「向上目標」が付記された。 

 

【向上目標】 

 

基準 5-3 に関して 

現場作業者への生物多様性の保全に関する研修を引き続いて行うとともに、環境配慮に対する意識

の共有に努めること。 

 

基準 7-1 に関して 

モニタリングを継続的に実施することにより、所有山林の状態を常に把握するよう努めること。 

その結果は、今後の森林施業に役立てること。 
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【判定事由】 

 

基準１ 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定 

 

１－１．土地、森林資源などの所有者・管理者が明確である。 

 

 １－１－１／妥当である 

「森林調査簿」「林相現況図」「航空写真」などが常備されている。 

上記に基づき、現地確認を行ったところ、所有関係は明確であることを確認した。 

 

１－２．対象森林の所在場所別面積、人工植栽に係る森林の区別（人工林、天然林別）、 樹種又は

林相、林齢及び立木材積が明らかな森林調査簿類が常備されている。 

 

 １－２－１／妥当である 

「森林調査簿」が常備されており、５年おきに更新されていることを西米良村役場及び児湯広域森林

組合西米良支所の担当者に確認した。 

 

１－３．対象森林の位置が、現地及び図面上で明瞭である。 

 

 １－３－１／妥当である 

所有山林を人工林（樹種別）、天然林、農地、河川等に色分けした「林相現況図」(1/5000)を作成して

いる。上記に基づき、現地確認を行ったところ、所有山林の位置は明確であることを確認した。 

 

１－４．森林計画制度の森林施業計画あるいはそれに準じた管理計画が樹立されている。管理計画の

中で、森林所有者等が自らの意志で、持続可能な森林の管理・経営に関する基本方針が策定されて

いる。 

 

 １－４－１／妥当である 

「森林施業計画書」（共同／平成 19～平成 24 年）の認定を受けている。森林施業計画書及び認定書の

写しを常備している。森林管理の基本方針は、森林施業計画書の計画事項の｢森林施業の実施に関する

長期方針｣により確認した。現地確認により、所有山林は、手入れの行き届いたスギを中心とした人工

林のほか、シイ・カシ林等の天然林の割合が高く、バランスの取れた資源構成になっている。「田爪林

業経営方針」を作成しており、持続可能な林業経営を目標として、個々の森林の特性に応じた施業を

行うとしている。 

 

 １－４－２／妥当である 

西米良村市町村森林整備計画により、個々の森林の機能区分及び機能ごとの森林の取り扱いが定めら

れ、これに基づき、森林施業計画を作成して施業を行うこととしている。また、｢生物多様性の保全を

考慮した施業指針｣を作成し、持続可能な林業経営を目標として、樹種構成など森林の特性に応じた施
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業の方針を定めている。 

 

 １－４－３／妥当である 

「田爪林業経営方針」「田爪林業環境方針」を定め、環境保全にも十分配慮した持続可能な林業経営を

行うことを明らかにしている。 

 

１－５．森林管理計画に即した森林管理を実行しうる管理体制と経営が行われている。 

 

 １－５－１／妥当である 

対象山林の管理及び事業実行は、直営の作業班５名を置いて、実行する体制をとっている。 

 

 １－５－２／妥当である 

田爪林業は、材価の状況を踏まえて、間伐のくり返しによる長伐期施業を行い、また環境保全に配慮

して複層林施業を実施するなど、経営内容の継続的改良に努めている。 

 

基準２ 生物多様性の保全 

 

２－１．生物多様性保全のための計画は、ランドスケープレベルの管理方針が定められているととも

に、主要な森林タイプについて林分レベルの管理方針が定められている。 

 

 ２－１－１／妥当である 

「環境方針」において、生物多様性の保全等に資するための基本的な方針を示すとともに、｢生物多様

性の保全を考慮した施業指針｣により、樹種構成ごとの森林の施業指針を定めるなどして、天然林から

なる保護樹帯保全など生物多様性に配慮した森林整備の推進方向が定められている。 

 

 ２－１－２／妥当である 

シイ・カシの広葉樹天然林は、｢生物多様性の保全を考慮した施業指針｣により、単木的な伐採にとど

め、原則として天然更新、または自然の推移に委ねる取り扱いとしている。 

 

２－２．対象森林内で生物多様性の確保に重要な構成要素（原生林、天然林、里山林、 

 草地、湿地、沼、農地など）が地図上で明らかにされ、それらの管理方針が定められている。 

 

 ２－２－１／妥当である 

所有山林を人工林（樹種別）、天然林、農地、河川等に色分けした「林相現況図」を作成している。 

「田爪林業環境方針」で、所有山林に生息・生育する動植物の把握に努めることとしており、「所有山

林周辺の野生動物」リストを作成しており、巡視時・作業時にモニタリングを行い、貴重な野鳥等の

営巣が確認された場合は、営巣木や採餌木を保存することとしている。 
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 ２－２－２／妥当である 

「田爪林業環境方針」で、沢筋に水辺林を設け、適切に管理しながら残していくこととしている。ま

た「生物多様性の保全を考慮した施業指針」において、「主として天然性の広葉樹からなる尾根筋の保

護樹帯、沢筋の水辺林は、防災上及び生物多様性の保全の観点から貴重な森林であり、今後とも適切

に管理しながら保全していく」としている。現地確認により、水辺林が適切に保全されていることを

確認した。 

 

２－３．絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧に属する種及びその生息地の保護が 

 図られていること。 

 

 ２－３－１／妥当である 

｢宮崎県の保護上重要な野生生物」、「米良の自然」（中武雅周編著）を常備している。西米良村教育委

員長でもある中武雅周氏の指導を受けるなど、所有山林に生息・生育する動植物の把握に努めている。

また、「田爪林業環境方針」で、レッドデータブックに掲載されている貴重な動植物が確認された場合

は、行政機関の担当部署に連絡し、専門家の意見も聴いた上で、必要な保護対策を行うこととしてい

る。 

 

 ２－３－２／妥当である 

「田爪林業環境方針」で、所有山林内で貴重な野鳥等の営巣が確認された場合は、営巣木や採餌木等

を保存するなど、生育環境の維持に努めることとしている。所有山林は、天然林の割合が高く、人工

林においても林内に現存する有用広葉樹を残している。なお、所有山林の一部に枯れ木・倒木などを

残している林分を確認した。 

 

２－４．下層植生を含め自然植生の保護に努めること。 

 

 ２－４－１／妥当である 

現地確認により、人工林では、除・間伐が適切に行われており、林内は明るく下層植生が維持されて

いることを確認した。除・間伐を適切に行われ、下層植生・林縁植生の維持に努め、貴重な自然植生

が確認された場合、その保護に努める意志を確認した。 

 

２－４－２／妥当である 

所有山林内での動植物の採取は、原則的に禁止しており、不適切な活動については、森林巡視等によ

り防止している。 

 

 ２－４－３／妥当である 

対象森林への外国産等の樹種の導入はない。 

なお、直営作業班が、常時、山林の状況を見回り、変化があった場合は、報告できる体制を取ってい

る。 
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 ２－４－４／妥当である 

現地確認により、対象山林内の公共林道において L 字溝が採用されているなど、生物多様性の保全に

配慮がなされている。作業路等の開設に際しては、使用可能な箇所には、間伐材などを使用している

ことを確認した。 

 

基準３ 土壌及び水資源の保全と維持 

 

３－１．土壌及び水資源の保全に与える影響を事前に把握し、森林管理計画や実施過程における悪影

響を最小化する。 

 

 ３－１－１／妥当である 

豊かな森林環境の維持の視点から、伐採は原則として非皆伐施業とする方針とし、列状間伐の伐採列

に植栽を行うなど、複層林施業に取り組んでいる。 

 

 ３－１－２／妥当である 

地域森林計画及び市町村森林整備計画によって、土壌・水系の保全のために配慮が必要な場所は「水

土保全林」として区分され、施業の基本的方法とともに公益的機能別森林区域図に明示されている。

特別な配慮が求められる地区については、「水源かん養保安林」「土砂流出防備保安林」に指定され、

指定施業要件が厳格に設けられている。                                                                   

 

３－２．伐採に当たっては、風が強く当たる尾根筋、水系及び道路沿いには適切な保護 

 樹帯を設けている。 

 

 ３－２－１／妥当である 

「田爪林業環境方針」、｢生物多様性の保全を考慮した施業指針｣で、尾根筋の保護樹帯、沢筋の水辺林

を適切に管理しながら、残していくこととしている。現地確認により、尾根筋の保護樹帯及び沢筋の

水辺林が適切に設置されており、景観保全の面からも優れていることを確認した。 

 

 ３－２－２／妥当である 

尾根筋や谷筋の保護樹帯には、主にイチイガシやタブノキなどの郷土樹種が残されており、良好に維

持されていることを確認した。 

 

３－３．森林の伐採集運材に当たっては、近隣の水資源や土石流出防止機能などへの影響を考慮し、

地表面の保護が図られるよう慎重に配慮されている。 

 

 ３－３－１／妥当である 

「生物多様性の保全を考慮した施業指針」の伐採方法は、地域森林計画及び市町村森林整備計画にお

いての「水土保全林」の基準・指標に適合している。また伐採は、非皆伐施業を原則として実施され

ており、水土保全上、問題がないことを確認した。 



 20 

 ３－３－２／妥当である 

集運材は、｢生物多様性の保全を考慮した施業指針｣により、「近隣の水資源や土砂流失防止などへの影

響を考慮し、地表面の保護・流失防止に努める」とし、「伐採・搬出作業マニュアル」に基づき、架線

集材が実施されていることを確認した。 

 

３－４．林業機械に用いる、燃料、オイルその他の汚染物質および農薬など化学物質が 

 水系に流出しないよう注意を払うこと。 

 

 ３－４－１／妥当である 

「田爪林業環境方針」で、作業に使用する燃料・オイル類が、林内及び河川に流出しないよう十分に

注意することとしている。また「所有山林における燃料・オイル類管理マニュアル」「同林業薬剤管理

マニュアル」を定め、現場作業員に周知・徹底している。現地確認により、燃料・オイル類が適切に

管理されていることを確認した。 

 

３－５．林道等の開設に当たっては、水土保全に細心の注意を払うこと。 

 

 ３－５－１／妥当である 

｢生物多様性の保全を考慮した施業指針｣により「作業道・巡視道の開設においては、林道規程等の基

準を遵守し、河川等の汚濁防止並びに土砂等の流出防止に努めるとともに、可能な限り木材等の生物

系資材を利用し、環境への配慮に努める」としている。路線の選定にあたっては、「切盛土量が尐なく

なるよう線形とし、大きな沢の横断、擁壁等恒久的工作物を必要とする箇所は極力避ける」とし、こ

れに努めていることを現地において確認した。 

 

基準４ 森林生態系の生産力及び健全性の維持 

 

４－１．経済的、社会的、生態的な持続性に配慮し、森林資源調査等に基づいた森林管理計画を作成

し、適切な実行体制が整備されている。 

 

 ４－１－１／妥当である 

田爪林業は、豊かな森林環境を維持しながら、持続可能な森林経営を行うことを経営方針として、計

画の策定と実行に努めている。特に保安林の未植栽の山林約 60ha を購入し、計画的な植栽を行って

いることは、特筆される取り組みである。 

 

 ４－１－２／妥当である  

資源状況等をより詳細に把握するため、「モニタリング調査実施要領」及び「巡視報告要領」を作成し

て実行に当たり、団地ごとのきめ細かな管理計画の策定に努めている。 
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４－２．伐採量は森林の機能区分別に指定された森林施業計画認定基準の範囲内であり、 適正に配

置されている。 

 大面積皆伐は避け、可能な箇所では、非皆伐施業を行う。また林産物資源の収穫は、 

 それが持続できるよう定められている。 

 

 ４－２－１／妥当である 

持続可能な森林経営の観点に立って、伐期に達した森林では立ち木を残すこと、列状間伐後に植栽を

行い、複層林を造成することなどに取り組んでいる。また、森林施業計画書に箇所毎の伐採方法、伐

採率、伐採面積・材積、伐採予定時期を含む収穫予定表が明示されていることを確認した。 

 

 ４－２－２／妥当である 

間伐をくり返し樹下植栽を行い、複層林施業を実施しており、間伐の際には、広葉樹を極力残し、下

層植生や林縁植生の維持を図っていることを現地において確認した。 

 

 ４－２－３／妥当である 

施業計画に基づき、適切に間伐等の施業が行われてきたことを確認した。 

 

４－３．伐採後は計画期間内に確実に更新されていること。伐採跡地などの人工更新は、 施業の履

歴を踏まえて、適地適木の原則が守られていること。 

 

 ４－３－１／妥当である 

施業履歴を記録した「平成８年以降収入間伐、主伐実績一覧」「平成元年以降植林地施業実績、計画一

覧」を整備しており、伐採と更新の実績が記録されている。「田爪林業経営方針」で、伐採後は２年以

内に、「適地適木」の原則に基づき、地域の在来の苗木を植えることとし、実行していることを確認し

た。 

 

 ４－３－２／妥当である 

更新方法等は、「西米良村森林整備計画」に準拠して行っている。 

「森林施業計画書」（共同／平成 19～平成 24 年）の造林計画を確認した。 

 

 ４－３－３／妥当である 

「生物多様性の保全を考慮した施業指針」に基づき、皆伐・再造林が必要な箇所においては、伐採後

２年以内に、「適地適木」の原則に基づき、地域の在来の苗木を植栽することとしている。人工更新の

樹種は、地元の種苗業者から購入した苗木を使用していることを確認した。 

 

 ４－３－４／妥当である 

現地確認により、所有山林内に補植用の苗畑を設けており、速やかに補植が行える体制を整えている

ことを確認した。「生物多様性の保全を考慮した施業指針」で、植え付け後、巡視時等に行うモニタリ

ングにより枯損木を発見した場合は、補植していることを確認した。 
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４－４．天然林についても地域の特性を考慮し適切な森林管理計画が樹立され、的確な更新施業が行

われている。 

 

 ４－４－１／妥当である 

｢生物多様性の保全を考慮した施業指針｣における天然林の取り扱いについては、「一ツ瀬川地域森林計

画」及び「市町村森林整備計画」の内容と整合性が図られている。同｢施業指針｣において、「尾根筋や

沢筋の天然林は、保護樹帯として設置し、保全していく」こととしている。また天然林は、原則とし

て、有用樹の単木的な収穫・利用にとどめることを原則としている。 

 

 ４－４－２／妥当である 

「生物多様性の保全を考慮した施業指針」において、「天然林については、生物多様性の保全に配慮し

つつ、伐採については、原則として注文に応じた単木的な伐採程度に止め、更新については、更新困

難地を除き、原則として天然更新による」と定めている。 

 

４－５．期間内における保育計画が明らかであり、現地の実態に応じて適切に行われて 

 いる。 

 

 ４－５－１／妥当である 

現地確認により、除・間伐の際に、林内に現存する有用広葉樹を適度に残していることを確認した。 

保育方法等は、「西米良村森林整備計画」に準拠して行っていることを確認した。 

 

 ４－５－２／妥当である 

施業履歴として、「平成元年以降植林地施業実績、計画一覧」が記録されており、最近５年間の保育の

実績が記載されている。「森林施業計画書」の保育計画に基づいて、今後、保育を行う予定である。 

 

４－６．目標林型への誘導に必要な間伐が適切に計画され、間伐が的確に実行されている。 

 

 ４－６－１／妥当である 

「森林施業計画書」（共同／平成 19～平成 24 年）において、間伐必要箇所と箇所ごとの伐採率が明示

されている。なお、間伐は林齢構成から収入間伐となっている。「西米良村森林整備計画」により、要

間伐森林に指定された林分がないことを確認した。 

 

 ４－６－２／妥当である 

所有山林内で貴重な野鳥等の営巣木や採餌木等を保存するなど、生育環境の維持に努めていることを

確認した。また｢環境方針｣により、有用広葉樹を残すことを定め、列状間伐(３残１伐)を行うことと

している。 

 

 ４－６－３／妥当である 

「平成８年以降収入間伐、主伐実績一覧」が整備されており、間伐の実績が記録されている。 



 23 

上記に基づき、現地確認を行ったところ、林内は明るく、下層植生も維持されており、適切に間伐が

行われていることを確認した。 

 

４－７．森林の病虫獣害に対する適切な防除・対策が図られ、農薬など化学物質の使用は、法令など

を順守し、かつ必要最小限の使途にとどめている。 

 

 ４－７－１／妥当である 

ニホンジカによる食害が増えていることから、造林地に獣害ネットを設置していることを確認した。

なお、県が行うニホンジカ生息密度調査モニタリング調査に協力している。 

 

 ４－７－２／妥当である 

所有山林内での被害記録として、「平成元年以降獣害・病虫害・災害記録」が整備されている。 

病害：特になし、虫害：特になし、獣害：ニホンジカ、ノウサギ 

 

 ４－７－３／妥当である 

田爪林業では、適切な森林施業を行うことにより健全な森林の育成に努め、病害虫の発生を抑制する

こととしており、現在、林業薬剤による防除は行っていない。やむを得ず林業薬剤を使用する場合は、

作業班長が林業薬剤管理マニュアルに従い、必要最小限に限って使用すること等を指示することとし

ている。 

 

４－８．山火事に対する適切な予防と被害への対処が図られている。 

 

 ４－８－１／妥当である 

「森林火災消防緊急連絡網」を作成しており、現場作業員に山火事の際の対応について指示している。 

現地確認により、“山火事注意”の看板を所有山林の入口付近に設置していることを確認した。 

 

 ４－８－２／妥当である 

「森林火災消防緊急連絡網」を作成しており、関連機関への連絡体制が整えられており、関連機関と

連携して活動していることを確認した。 

 

 ４－８－３／適用除外 

過去 10 年間、森林火災の発生はなく、該当なしと認められる。 

 

基準５ 持続的森林経営のための法的、制度的枠組 

 

５－１．日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。 

 

 ５－１－１／妥当である 

森林管理・環境保全・労働安全等に関する法令、宮崎県及び西米良村の条例を遵守していることを確
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認した。 

 

 ５－１－２／妥当である 

現地確認により、「林野小六法」「環境六法」等の法令集が常備されていることを確認した。 

 

５－２．地域社会の法的あるいは慣習的な財産・資源などの利用権が尊重されている。 

 

 ５－２－１／適用除外 

聞き取りにより、所有山林では、入会権などの慣習的利用権がないことを確認した。 

このため、審査委員会により、審査要件から除外した。 

 

 ５－２－２／適用除外 

同上 

 

５－３．管理計画の実行に当たり、雇用者、委託者や林業従事者に対して生物多様性や 

 労働安全などに関して適切な訓練と指導を行っている。 

 

 ５－３－１／妥当である （向上目標付記） 

生物多様性の保全に関する内容を含む「田爪林業環境方針」「生物多様性の保全を考慮した施業指針」

を作成しており、現場作業員への周知・徹底に努めている。 

 

 ５－３－２／妥当である 

「所有山林における現場作業班の安全衛生教育マニュアル」を作成しており、現場作業員への周知・

徹底に努めている。また、林業・木材製造業労働災害防止協会等が実施する研修会・講習会には積極

的に参加していくものとしている。 

 

５－４．従業員に対する社会保障、必要な訓練の実施、健康と安全の確保を図られている。 

 

 ５－４－１／妥当である 

労災保険、国民健康保険など、社会保険制度に加入していることを確認した。 

 

 ５－４－２／妥当である 

「所有山林における現場作業班の安全衛生教育マニュアル」を作成しており、安全点検等が行われて

いることを確認した。 

 

基準６ 社会・経済の便益の維持及び増進 

 

６－１．緑の循環資源として、認証林産物を多様な用途に有効活用し、地元住民や利害関係者等との

連携を図り、地域経済の振興に努める。 
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 ６－１－１／妥当である 

認証森林から生産された認証林産物は、熊本県の認定事業体である新産住宅株式会社、湯前木材事業

協同組合などに出荷され、認定事業体と連携の上、森林認証の普及啓発、認証材住宅の一般へのＰＲ

等に努めていることを確認した。 

 

 ６－１－２／妥当である 

所有山林すべてが認証対象森林であり、認証林産物として需用者に供給している。 

 

 ６－１－３／妥当である 

林道・作業道の計画地における開設においては、林地保全に配慮しつつ、適切な維持管理を行うとと

もに、作業道の路肩等に認証森林か産出される間伐小径木を活用していることを確認した。 

 

６－２．市民に自然に触れ合う機会/場所の提供に努めるとともに、入山者に対する環境教育、安全な

どへの指導および対策が整備されている。 

 

 ６－２－１／妥当である 

所有山林内に森林教育のためのフィールド（ケヤキ、モミ、ヤマザクラ、タブ、イチイガシなど）を

設け、樹木観察会などを行い、案内板等を整備していることを確認した。また地元小・中学校、農業

高校での講師を積極的に引き受けている。 

 

 ６－２－２／妥当である 

「田爪林業環境方針」に基づき、山火事の防止、ゴミの持ち帰りなど、マナーの啓蒙を図るため、看

板等を設置している。空き缶等は、地域で指定されたゴミ分別方法により適切に処理し、リサイクル

を図っている。 

 

６－３．森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林においては、適切な対

応がとられている。 

 

 ６－３－１／妥当である 

所有山林は、「西米良村森林整備計画」のゾーニング区分による「資源の循環利用林」「水土保全林」

に区分されており、「森と人との共生林」はない。先代より、所有山林内にヤマザクラなどの花木やカ

エデ類などの有用広葉樹を残すなど、景観に配慮した施業を行っている。  

 

６－３－２／適用除外 

聞き取りにより、所有山林は、景観保全、生活環境保全のための森林施業上の制約がある森林に指定

されていないことを確認した。このため、審査委員会により、審査要件から除外した。 

 

 ６－３－３／適用除外 

聞き取りにより、所有山林内には、大規模な森林レクリエーション施設が設置されていないことを確
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認した。このため、審査委員会により、審査要件から除外した。 

 

６－４．文化的・歴史的に重要な遺跡や資源・社会的に価値の高い森林が保護されている。 

 

 ６－４－１／妥当である 

所有山林内に、タブの大木（樹齢 300 年、幹周り７ｍ）が残されており、“あっきりの大タブ”とし

て、保存されている。なお、地域文化の伝承のため、田爪家の初代が暮らしていた古民家を復元して

いることを確認した。 

 

 ６－４－２／妥当である 

横野団地(旧山村江団地)に間伐展示林（スギ 55 年生、列状間伐）が設置されており、年間多くの視察

者が訪れていることを聞き取りにより確認した。 

 

６－５．対象森林の管理・整備・利用が、地球温暖化防止の二酸化炭素吸収源として貢献できるよう

努めている。 

 

 ６－５－１／妥当である 

対象森林の林分は成熟してきており、間伐材はでき得る限り、有効利用に努めている。環境方針にお

いて、｢二酸化炭素固定能の維持・向上のため、林地残材、間伐小径木等を有効に活用する。また作業

道等の土木資材として、所有山林から産出された間伐小径木を積極的に活用するものとする｣としてお

り、間伐を積極的に実施するなど、健全な森林の育成に努め、森林の二酸化炭素固定能の向上に寄与

している。 

 

 ６－５－２／妥当である 

田爪林業環境方針により、「水土保全、生物多様性の保全に配慮し、作業に使用する燃料・オイル類が、

林内及び 川に流出しないよう十分に注意する。また、可能な限り、化石燃料の使用を削減する」と

定め、実行していることを確認した。 

 

基準７ モニタリングと情報公開 

 

７－１．管理計画の実行状況としての影響を評価するためのモニタリングを、適宜実施すること。 

モニタリングの結果は、管理計画の実行及び改訂に反映され、必要に応じて見直しが図られている。 

 

 ７－１－１／妥当である（向上目標付記） 

対象山林では、定点調査地でのモニタリングの他、巡視時及び、保育等の作業完了時に、それぞれの

目的に応じたチェックリストに基づいたモニタリングを行っており、生物多様性情報の収集・保全等

の森林管理に活かされている。 
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７－２．地方自治体などが全体の多様性を推測する指標生物群のモニタリングを行っている場合、そ

の調査に対する協力体制が整っている。 

 

 ７－２－１／妥当である 

第３者機関からの協力要請は、現在のところない。 

協力要請があれば、適切に対応するという意志を確認した。 

 

７－３．対象森林に関する各種情報の記録を極力残すこと。施業を行った場合は、作業 

 種別、年度別、所在場所別に施業記録が残されている。 

 

 ７－３－１／妥当である 

作業時以外にも、直営作業班が随時巡回し、諸被害の状況については、「被害状況整理簿」に記録され

ている。 

 

７－４．森林管理計画とモニタリング結果は、情報の機密性を尊重するが、その概要については一般

に公開することを原則とする。 

 

 ７－４－１／妥当である 

経営計画等の書類に関しては、公表し、視察者や希望者には配布している。さらに生物多様性の保全

等の計画事項の記録等についても整理し、文書等で、視察者等に公開している。 


